
他の都道府県からの高知県立高等学校入学志願承認等の手続について 
 

高知県教育委員会 

 

 

 

 

 

＊本書は、高知県立高等学校への入学を志願する場合についての説明文書です。高知市立高知商業高等学校へ

の入学を志願する場合は、高知市教育委員会学校教育課（TEL:088-823-9479）に問い合わせのうえ、手続を行

ってください。 

 

１ 高知県教育委員会への入学志願承認申請について 
 
（１）入学志願承認申請から入学志願承認証の受取までの流れ 
 

本人・保護者 
 

在籍(出身)中学校等 
 

高知県教育委員会 

 
①申請書類（所定の様式※

１）に必要事項を記入した
のち、在籍(出身)中学校等
に提出する。 
 

 
②本人・保護者から申請書類を
受け取り、必要事項を記入の
上、高知県教育委員会に、郵送
等にて提出する。 
 

③中学校等から送付された申請
書類を基に審査を行い、志願を
認めるものについては『入学志
願承認証※２』及び『様式Ａの
１の写し』を在籍(出身)中学校
等に送付する※３。 

 
④高知県教育委員会から送付さ
れた『入学志願承認証』及び
『様式Ａの１の写し』を受け取
る。 
 

 
＜受付開始＞ 令和７年12月１日(月)～ （＊受付締切日は、最初に志願する日程により異なります。） 
 
※１： 申請書類の各様式は、高知県教育委員会事務局高等学校課ホームページよりダウンロード可。 

※２： 最初に志願する日程及び、以降全ての日程分を送付するため、入学志願承認申請は１回のみで可。 

※３： こうちフロンティア募集から出願する場合は、令和７年12月22日(月)、Ａ日程から出願する場合は、令和８年

１月21日(水)、Ｂ日程から出願する場合は、令和８年３月２日(月)から順次発送する。 

 

（２）入学志願申請書類の提出先 
 

必要書類を在学又は出身中学校等校長を経由して、下記あてに提出してください。その際、封筒の表

に「入学志願承認」と朱書してください。 
 
＜提出先＞ 〒780-0850 高知市丸ノ内１丁目７-52 高知県教育委員会事務局高等学校課長 あて 

 

２ 志願先高等学校への出願手続 
 
（１）入学願書等の用紙の配布開始日、配布場所等  
 

選抜名 配布開始日及び配布場所等 備考 

こうちフロン

ティア募集 

・令和７年12月１日（月）～ 

・高知県教育委員会事務局高等学校課ホームペ

ージに様式ファイルを掲載 

入学願書等は、全てＡ４サイズ、普

通紙で印刷してください。 

Ａ日程 
・令和８年１月５日（月）～ 

・志願先高等学校で配布 

Ａ日程については、高等学校により

様式が異なりますので、必ず志願先

高等学校で入手してください。 

   

他の都道府県から高知県公立高等学校への入学を志願する場合については、『令和８年度高知県公立

高等学校入学者選抜の手引』（24～26ページ）の「第９ 他の都道府県から高知県公立高等学校を志願す

る場合の手続」の内容を十分に確認のうえ、指定の期日までに必要な手続を行ってください。 

 



   

選抜名 配布開始日及び配布場所等 

Ｂ日程 
・令和８年２月９日（月）～ 

・各高等学校及び高知県教育委員会事務局高等学校課で配布 

＊郵送での入手を希望する場合は、志願先高等学校等にお問い合わせください。 

 

（２）入学願書等の提出 
 

入学願書等に必要事項を記入のうえ、高知県教育委員会発行の「入学志願承認証」（高知県教育委

員会から中学校等の校長あてに送付したもの）及び「様式Ａの１の写し」を添付して、志願先高等学

校長に提出してください。 

なお、入学手数料として、全日制の課程の志願者は2,200円、多部制単位制及び定時制の課程の志願

者は950円の高知県収入証紙を入学願書に貼ってください。 

 

（３）郵送による出願 
 

郵送により出願する場合は、以下の書類等を志願先高等学校に送付ください。また、高知県収入証

紙の入手が困難で、証紙の貼付委託を行う場合は、必ず現金書留扱いにて送付ください。 
 

送付書類等 備考 

① 入学願書等 
入学願書、受検票、志願理由書(こうちフロンティア募集、Ａ日程の

み)、入学志願承認証、様式Ａの１の写し 

② 受検票等返送用封筒 

在籍（出身）中学校等の住所を記載し、460円分の切手（簡易書留料金を

含む）を貼った長形３号(12cm×23.5cm)の返信用封筒 

※速達希望の場合は、760円分の切手を貼ってください。 

③ 高知県収入証紙の代金 

 

＊高知県収入証紙の貼付委託を

行う場合のみ 

現金2,200円又は950円 

※送付時に、郵便局窓口で現金書留での送付であることを申し出てください。 

※代金の過不足がないことを必ず確認してください。 

※手紙等同封での現金書留送付については、以下の日本郵便ホームページを参照

ください。 https://www.post.japanpost.jp/question/643.html 

 

３ その他、確認事項 
 

（１）全ての選抜において、他の都道府県の公立高等学校入学者選抜との併願は認めません。  

（２）高知県公立高等学校入学志願承認願の内容中、事実に反する記載により受検したと認められる場

合は、合格が取り消される場合があります。  

（３）高知県においては、各都道府県教育委員会発行の不受検証明は求めません。 


